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児童発達支援管理責任者研修の対応について

１．経緯及び概要

２．実施時期：令和５年６月末

○ 児童発達支援管理責任者については、質の確保を図るべきとの声と、人員確保のため実務経験の緩和を求め
る声があったことを踏まえ、令和元年度に児童発達支援管理責任者として必要となる研修体系を見直し、基礎
研修修了から２年間の実務経験（実践研修受講要件）を経た上で、実践研修の修了を要する仕組みとさ
れたが、これにより児童発達支援管理責任者としての養成開始から配置されるまでに２年以上を要することとなっ
た。
※従来、実務経験要件を満たす者は研修修了後に直ちに児童発達支援管理責任者として配置することが可能であった。

○ この研修体系の見直しについて、一部の事業者から、児童発達支援管理責任者を直ちに確保することが困
難との声があったことを踏まえ、令和元年度からの新たな研修体系を前提とした上で、以下の対応を行うことと
している（令和５年2月27日第135回社会保障審議会障害者部会）。

○ 実践研修受講要件に定める実務経験の期間について、実務経験要件（※）を満たした基
礎研修修了者が障害児通所支援事業所等において一定の業務に従事する場合は、「２
年間」ではなく、「６月以上」とする。
○ 実務経験要件（※）を満たし、人員の欠如時に既に当該事業所に配置されている者で、
かつ、欠如時に基礎研修修了者である者を児童発達支援管理責任者とみなして配置する
場合は、実践研修修了時までみなし配置を可能とする （最長２年間）。
（※）相談支援業務又は直接支援業務３～８年

＜対応内容＞
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